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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】少なくとも軸部型マーカーの保持、取り外し作
業が容易なマーカーホルダーを提供する。
【解決手段】ホルダー取付け部１１０と、ゴルフマーカ
ーを着脱自在に装着出来るマーカー装着部１２０とを有
し、マーカー装着部１２０は、挿入されたマーカーを弾
性的に保持するマーカー挿入保持部１３４と、マーカー
挿入保持部１３４の挿入口１３３が開口されたマーカー
装着面１３２とを有し、マーカー装着面１３２には挿入
口１３３を底とするように傾斜させたマーカーガイド面
１３５が形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフマーカーを着脱自在に装着出来るマーカー装着部を備えた着脱型のマーカーホル
ダーにおいて、
前記マーカー装着部は、挿入されたマーカーを弾性的に保持するマーカー挿入保持部と、
当該マーカー挿入保持部の挿入口が開口されたマーカー装着面とを有し、当該マーカー装
着面には前記挿入口を底とするように傾斜させたマーカーガイド面が形成されていること
を特徴とするマーカーホルダー。
【請求項２】
　前記挿入保持部は溝であって、前記マーカーガイド面は当該溝の両側に形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載のマーカーホルダー。
【請求項３】
　前記溝は、前記マーカー装着面を２分割するように設けられていることを特徴とする請
求項２に記載のマーカーホルダー。
【請求項４】
　前記挿入保持部は穴であることを特徴とする請求項１に記載のマーカーホルダー。
【請求項５】
　前記溝は軸部型マーカーの円盤部の直径に近い長さの直線状で且つ当該円盤部の厚みを
保持するための幅を有し、当該溝の一部に前記軸部型マーカーの軸部を挿入保持するため
の径の軸部用孔が形成されていることを特徴とする請求項２または３に記載のマーカーホ
ルダー。
【請求項６】
　前記マーカー装着部は側部に、ティーを挿入保持する貫通孔が、前記挿入保持部とは交
わらないように形成されていることを特徴とする請求項１乃至５の何れかに記載のマーカ
ーホルダー。
【請求項７】
　クリップを用いて着脱型としたことを特徴とする請求項１乃至６の何れかに記載のマー
カーホルダー。
【請求項８】
　前記溝は円盤型マーカーの直径の３分の１以上の深さを有することを特徴とする請求項
２または３に記載のマーカーホルダー。
【請求項９】
　前記マーカー装着部は弾性材で形成されていることを特徴とする請求項１乃至８の何れ
かに記載のマーカーホルダー。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴルフ用のマーカーを保持するマーカーホルダーに関し、特に着脱型のマー
カーホルダーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ゴルフの分野において、主にグリーン上のボールの位置をマークするためのマー
カーが広く利用されている。マーカーの種類としては、グリーン上に突き刺すための軸部
を下部に突出したキノコ型のもの（本願では、便宜的に「軸部型マーカー」と称すること
がある）や、グリーン上に置くだけの略円盤状のもの（本願では、便宜的に「円盤型マー
カー」と称することがある）が良く知られている。
【０００３】
　円盤型マーカーは、グリーン上に置かれたときに風に飛ばされないよう、ある程度の重
量が必要となるため、素材として金属が用いられることが多い。一方で軸部型マーカーは
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、グリーン上へ突き刺すために風に飛ばされ難く、円盤型マーカーに比べて軽くなってい
ても差し支えない。
【０００４】
　そのため軸部型マーカーは、プラスチック等を用いることによる安価で大量な生産に向
いており、各地のゴルフ場においてプレーヤーに無償でサービスされている。このような
事情もあり、軸部型マーカーは極めて汎用的となっている。
【０００５】
　ところで、前記２種類のマーカーはゴルフプレー中に良く使用される為、ゴルフプレー
ヤーにとってその保持、取り外しに便利な道具として、プレー中の衣服、帽子などの装着
品や携帯品など身近に携帯、装着するものに簡単に取り付けられる種々の着脱型マーカー
ホルダーが提案されている。例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３には、衣服は
勿論帽子等に取付け可能であるマーカーホルダーが開示されている。これらを用いれば、
マーカーを帽子に付けて運ぶことができるため、ユーザーにとってマーカーが邪魔になら
ず便利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－１８７３５４号公報
【特許文献２】特開２００６－３３４０８８号公報
【特許文献３】特開２０１１－５５８９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１のマーカーホルダーは帽子の庇に取り付けた場合、マーカーの装着位置を直
接的に目視できないが、磁力によって金属製の円盤型マーカーを保持する形態であるため
、当該マーカーの装着位置が少々ばらついても容易に装着することが出来る。しかし、軸
部型マーカーは樹脂製であるため、このマーカーホルダーを用いることが出来ない。この
ため、樹脂製の軸部型マーカーを保持するためのマーカーホルダーが特許文献２，３に開
示されている。
【０００８】
　特許文献２，３の着脱型のマーカーホルダーは軸部型マーカーホルダーの軸部、若しく
は円盤部を挿入挟持する形態であり、当該マーカーを簡易に着脱自在に保持することが可
能である。しかしながら、特許文献２のマーカーホルダーは帽子の庇に取り付けると、軸
部型マーカーの円盤状基底部を挿入するための隙間が庇の上に位置するため当該隙間を目
視することが出来ず、当該基底部の挿入時には勘による位置合わせになり、装着に手間取
ることがあった。
【０００９】
　また、特許文献３のマーカーホルダー（クリップ）は帽子の庇に付けて用いる場合、同
公報の図３から明らかなように複数の突片１２２がほぼ上向きに立っているので、軸部型
マーカーの水平面部（２０１）を垂直にして、目視することなく突片（１２２１）と（１
２２２）との間の直線状の隙間に位置合わせをして押し込む必要がある。水平面部（２０
１）も、隙間もミリ単位の寸法であるため、目視することなく位置合わせすることは難し
く、取り付け動作に手間がかかることがある。
【００１０】
　更に、同公報の図４、５に示す様に多数の突部（３２２）が立設されている場合、マー
カーの軸部（２０２）を垂直上方から突部間の隙間に挿入することになるが、多数ある突
部の何れかの先端に衝突する可能性が高い上に、軸部（２０２）を突部（３２２）間に対
して斜めに突っ込んだりするので、上手く挿入するまでに何回かの試行動作を行う必要が
あった。特に、同公報図１１のように、マーカーの軸部（２０２）の直径にほぼ等しい多
数の穴（６２２）を開けたものはマーカーの軸部（２０２）を当該穴（６２２）に合うよ
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うに位置合わせすることが難しく、目視することなく、挿入することは困難である。
【００１１】
　このように、特許文献２、３に開示されたマーカー用のマーカーホルダー（クリップ）
は、帽子の庇に取り付けるなど、挿入部分或いは保持部分を目視できない位置に設けた場
合、マーカーの取り付け作業が困難である。それ故、本発明はこのような場合であっても
、少なくとも軸部型マーカーの保持、取り外し作業が容易な着脱型マーカーホルダーを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
（１）上述の問題を解決するために、本発明のマーカーホルダーは、ゴルフマーカーを着
脱自在に装着出来るマーカー装着部を備えた着脱型のマーカーホルダーにおいて、前記マ
ーカー装着部は、挿入されたマーカーを弾性的に保持するマーカー挿入保持部と、当該マ
ーカー挿入保持部の挿入口が開口されたマーカー装着面とを有し、当該マーカー装着面に
は前記挿入口を底とするように傾斜させたマーカーガイド面が形成されていることを特徴
とするマーカーホルダー。
【００１３】
　本発明に係るマーカーホルダーによれば、マーカーガイド面にマーカーの一部を接触さ
せ、当該傾斜したガイド面に沿って摺動させれば、挿入保持部の挿入口に到達するので、
マーカー或いは挿入保持部を特に目視しなくても、当該マーカーを挿入保持部に簡単、確
実に保持することが出来る。
【００１４】
（２）また、本発明のマーカーホルダーは前記挿入保持部が溝であって、前記マーカーガ
イド面は当該溝から両側に向って形成されていることを特徴とする。
この局面の本発明のマーカーホルダーによれば、マーカー装着面におけるマーカーの保持
位置を溝の長さの範囲で適宜選択できる。
【００１５】
（３）更に、本発明のマーカーホルダーは、前記溝が前記マーカー装着面を２分割するよ
うに設けられていることを特徴とする。
この局面のマーカーホルダーによれば、マーカー装着部の長さに匹敵する挿入保持部を有
するので、マーカーの一部をマーカーガイド面の何処に接触させても共通の挿入保持部に
到るのでマーカーの位置決めや挿入保持作業が容易になる。
【００１６】
（４）また、本発明のマーカーホルダーは、前記挿入保持部が穴であることを特徴とする
。この局面のマーカーホルダーによれば、挿入保持されたマーカーは決まった位置に保持
されるので、取り外し時に、マーカーの保持位置を容易に把握できる。
【００１７】
（５）また、本発明のマーカーホルダーは、前記溝が軸部型マーカーの円盤部の直径に近
い長さの直線状で且つ当該円盤部の厚みを保持するための幅を有し、当該溝の一部に前記
軸部型マーカーの軸部を挿入保持するための径の軸部用挿入保持孔が形成されていること
を特徴とする。
この発明のマーカーホルダーによれば、軸部型マーカーの円盤部を前記溝で保持し、軸部
を前記軸部用挿入保持孔で保持することが出来るので、軸部型マーカーを軸部でも円盤部
でも適宜選択的に保持することが出来、使い勝手が向上する。
【００１８】
（６）また、本発明のマーカーホルダーは、前記マーカー装着部が側部に、ティーを挿入
保持する貫通孔が、前記挿入保持部とは交わらないように形成されていることを特徴とす
る。
この局面のマーカーホルダーによれば、マーカーだけではなく、ゴルフのティーも着脱自
在に保持することが出来て便利である。
【００１９】



(5) JP 2016-97180 A 2016.5.30

10

20

30

40

50

（７）更に、本発明のマーカーホルダーは、クリップを用いて着脱型としたことを特徴と
する。
このマーカーホルダーによれば、クリップによって衣服や帽子などゴルフプレーヤーがプ
レー中に身近に携帯、装着するものに簡単に取り付けることが出来、特に帽子の庇に取り
付けた場合、マーカー装着部を庇上部に位置させるので、プレーの邪魔にならないばかり
か、マーカーの装着保持の際に目視をすることなく、使い勝手が非常に向上する。
【００２０】
（８）本発明のマーカーホルダーは、前記溝が円盤型マーカーの直径の３分の１以上の深
さを有することを特徴とする。
この局面のマークホルダーによれば、軸部型マーカーをその軸部で保持することが出来る
ばかりでなく、直径の大きい円盤型マーカーもその円盤部分を挿入保持部に挿入すること
で着脱自在に保持することが出来る。従って、何れの種類のマーカーであっても、容易に
位置決め保持することが出来る。
【００２１】
（９）また、本発明のマーカーホルダーは、マーカー装着部が弾性材で形成されているこ
とを特徴とする。
この局面のマーカーホルダーによれば、一体成型が可能であるので、部品点数が少なく、
製作、製造も容易である。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係るマーカーホルダーによれば、マーカーガイド面にマーカーの一部を接触さ
せ、当該傾斜したガイド面に沿って摺動させれば、挿入保持部の挿入口に到達するので、
マーカー或いは挿入保持部を特に目視しなくても、マーカーを挿入保持部に簡単、確実に
保持することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１実施形態に係るマーカーホルダーの外観図である。なお、点線はマ
ーカーの保持状態を示している。
【図２】本発明の第２実施形態に係るマーカーホルダーの外観図である。なお、点線はマ
ーカーの保持状態を示している。
【図３】本発明の第３実施形態に係るマーカーホルダーの外観図である。なお、点線はマ
ーカーの保持状態を示している。
【図４】本発明の第４実施形態に係るマーカーホルダーの外観図である。なお、点線はマ
ーカーの保持状態を示している。
【図５】本発明の第５実施形態に係るマーカーホルダーの外観図である。なお、点線はマ
ーカーの保持状態を示している。
【図６】本発明の第６実施形態に係るマーカーホルダーの外観図である。なお、点線はマ
ーカー、ティーの保持状態を示している。
【図７】本発明の第７実施形態に係るマーカーホルダーの外観図であり、マーカーの軸部
を保持する場合と、マーカーの円盤部を保持する場合の状態をそれぞれ示している。
【図８】本発明の第８実施形態に係るマーカーホルダーの側面図であり、マーカーの軸部
を保持する場合、円盤型マーカーを保持する場合の状態についてもそれぞれ示している。
なお、第８実施形態における寸法を説明するために、第１実施形態の側面図を点線内に記
載している。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の各実施形態について、図面を参照して以下に説明する。
【００２５】
〔第１実施形態〕
　まず第１実施形態について説明する。図１は、第１実施形態に係るマーカーホルダーの
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外観図である。なお図１では、上方視点による図を（ｂ）に示し、これを紙面の左側と下
側から見た図をそれぞれ（ａ）と（ｃ）に示している（後述する図２～４および６につい
ても同様）。図１に示すマーカーホルダー１００は、当該ホルダー１００を帽子の庇、ベ
ルト等へ取り付けるためのＵ字状のホルダー取付部１１０と、このホルダー取付部１１０
の細長平板状の固定部１１１に設けられたマーカー装着部１２０とから構成されている。
前記ホルダー取付部１１０は固定部１１１がその一端に連接された「つ」字状のクリップ
片１１２と共に硬質樹脂製のクリップを形成するもので、例えば、帽子の庇を挟持する形
態で用いられる。
【００２６】
　前記マーカー装着部１２０は、長形状の硬質樹脂製板から成る土台部１４０と、この土
台部１４０の表面に固定された直方体状の弾性保持材１３０とから構成されており、前記
土台部１４０の裏面は中央部が前記固定部１１１に固着されている。前記弾性保持材１３
０は例えばゴム、ウレタン等の弾性材であって、その上面が図１（ｂ）、（ｃ）に示す様
に両側に細長の平坦部１３１，１３１を有するＶ字状に凹んだ谷形状に形成されており、
当該上面をマーカー装着面１３２としている。
【００２７】
　このマーカー装着面１３２の中央部の谷底部分には細長い挿入口１３３を有する溝状の
マーカー挿入保持部１３４が刻設されている。なお、この実施形態の場合、当該挿入口１
３３は図１（ｂ）から明らかなように前端、後端は開放されているが、この形態を含めて
挿入口と言う。
【００２８】
　この挿入口１３３の幅寸法は軸部型マーカー１５０の軸１５０ａの直径よりも短く形成
されており、当該軸部１５０ａを溝状のマーカー挿入保持部１３４内に圧入することによ
り弾性を有する当該挿入保持部１３４内の側壁が弾性変形し、その弾性力により軸部１５
０ａを確実に保持する。
【００２９】
　また、マーカー装着面１３２は両側の平坦部１３１，１３１から谷底部分であるこの挿
入口１３３に向かって下向きに傾斜するマーカーガイド面１３５，１３５となっており、
例えば、マーカー１５０の軸部１５０ａ先端が接触した時には、挿入口１３３側にスライ
ドし易くなっている。マーカーガイド面１３５の傾斜角度は前記挿入口１３３と平坦部１
３１との高さ寸法差に基づき適宜設定される。なお、弾性保持材１３０は一体成形で形成
することが出来、底面を接着剤により土台部１４０に接着固定されている。
【００３０】
　前記マーカー装着部１２０は樹脂製の軸部型マーカー１５０を着脱自在に保持するもの
であるから、マーカー１５０の寸法に対応して各部寸法が設定されている。樹脂製の軸部
型マーカー１５０は一般的には円盤部１５０ｂの直径が１８～２０ミリ、厚みが０．７～
１．１ミリであり、軸部の直径が２．３～３．５ミリ、軸長が１０～１３ミリ程度の大き
さである。
【００３１】
（実施例）
　これに対してマーカーホルダー１００の寸法は一実施例としては次のように設定される
。マーカー装着部１２０の弾性保持材１３０は縦３．５センチ、横３．０センチの長方形
であって、厚みは当該弾性保持材１３０の弾性力により適宜設定されるがこの例では１２
ミリである。
【００３２】
　弾性保持材１３０の上面は平坦部１３１，１３１の幅がそれぞれ２ミリであるので、残
りの２６ミリがマーカーガイド面１３５，１３５となる部分である。但し、中央部に設け
た前記挿入口１３３の幅は、マーカー１５０の軸部１５０ａの直径２．３ミリより短い２
ミリであり、長さは弾性保持材１３０の縦長さと同じ３５ミリである。従って、マーカー
ガイド面１３５，１３５の幅寸法は挿入口１３３の幅寸法を除いた寸法となる。
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【００３３】
　前記マーカー挿入保持部１３４は弾性保持材１３０の底面より２ミリ厚さの連結部１３
４ａを残して刻設された７ミリの深さの溝となっており、マーカー１５０の軸部１５０ａ
の長さの少なくとも半分以上を受け入れて弾性的に保持するように形成される。つまり、
幅２ミリの挿入口１３３に対して、マーカー１５０の軸部１５０ａの直径は２．３ミリ以
上であるが、挿入保持部１３４は弾性材であるので当該軸部１５０ａの直径に応じて適宜
変形し、軸部型マーカー１５０を確実に保持することが出来る。
【００３４】
　マーカー１５０の軸部長は１０～１３ミリであるから、前記挿入保持部１３４の底まで
、軸部１５０ａの下端が到達すると、当該軸部の上部３～６ミリが露出し、円盤部１５０
ｂは平坦部１３１と同じ高さか更に３ミリほど高く位置することになる。従って、図１（
ｃ）に示す様に直径１８～２０ミリの円盤部１５０ｂがマーカーガイド面１３５，１３５
に接触することはない。
【００３５】
（マーカーホルダーの使用形態）
　次のこのマーカーホルダー１００の使用形態について説明する。マーカーホルダー１０
０はその取付部１１０のクリップ作用によってゴルフプレーヤーの服や、ゴルフバックな
どに取り付けることも可能であるが、ここではゴルフプレーヤーが被る帽子の庇にクリッ
プ片１１２をもって取り付けた場合について説明する。
【００３６】
　このマーカーホルダー１００を帽子の庇に取り付ける場合は、Ｕ字状のクリップの開放
部分を庇に挿入することで、簡単に挟持取付することが出来る。この取付状態においては
、マーカー装着面１３２が上向きとなり、弾性保持材１３０のＶ字側面１３６が庇の端に
面しているので、挿入口１３３が庇の端から内側に向かって直線状に伸びている。
【００３７】
　従って、軸部型マーカー１５０を保持させる場合は、まずその円盤部１５０ｂ周縁を上
から指で摘まんで、軸部１５０ａの下端を目視することなく勘でマーカー装着面１３２に
押し当てる。なお、マーカー装着面１３２は大部分がマーカーガイド面１３５であるので
、この部分に位置させることは単なる勘であっても容易に行うことが出来る。また、マー
カー１５０の軸部１５０ａ下端が当該ガイド面１３５の何れに位置しても、その下向きの
傾斜に沿ってスライドさせていくと、谷底の挿入口１３３に到り動きが止まるので、ゴル
フプレーヤーは感覚的に挿入口１３３に位置したことを確認することが出来る。
【００３８】
　そこでマーカー１５０を下向きに押し込むと、軸部１５０ａが挿入口１３３の両側の弾
性保持材部分を左右に押し広げながら、挿入保持部１３４内に圧入され深さ寸法７ミリ相
当分が挿入される。このため、挿入保持部１３４の周壁の弾性力により軸部１５０ａが確
実に保持され外れることが無い。
【００３９】
　逆にマーカー１５０を取り外す場合は、マーカー１５０の円盤部１５０ｂの外周で、マ
ーカーガイド面１３５側に対応する部分ではなく、Ｖ字状の谷底に対応する部分を指で摘
まんで引っ張り出せば良い。この部分は指の先が円盤部１５０ｂより下の谷部分に入るの
で、円盤部１５０ｂを摘まみ易いからである。
【００４０】
　このように、ゴルフプレーヤーはマーカーホルダー１の装着面１３２を直接目視するこ
となく、マーカーの軸部１５０ａの下端をマーカーガイド面１３５，１３５に押し当てる
だけであるので、その位置合わせは極めて容易であり、これまでのように取付作業に手間
取ることが無い。
【００４１】
（マーカー装着部の構成について）
　前記弾性保持材１３０は一体成型により形成されたものであったが、２ミリ厚さの連結
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部１３４ａをカットし、左右別々の保持材とし、これらを２ミリの間隔で対峙するよう前
記土台部１４０へ接着するようにしても良い。この場合、２ミリの間隙部分がマーカー挿
入保持部１３４となり、底面は土台部１４０表面になる。このようにすると、当該弾性保
持材１３０の厚みを薄くすることが出来る。
【００４２】
　また、第１実施形態における挿入保持部１３４の前端、後端の開放部分を、土台部１４
０の前端、後端から立ち上げた側壁で閉じても良い。このようにすれば、マーカー挿入保
持部１３４の前端、後端付近に保持されたマーカー１５０が前端、後端の開放部分から外
れることがない。
【００４３】
　土台部１４０の四辺を立ち上げて周囲を囲み、全体として箱状とし、この中に弾性保持
材１３０を嵌合固定するようにしても良い。更に、土台部１４０を取付部１１０と同一材
質の樹脂とし、ホルダー取付部１１０と土台部４とを一体成型で設けても良い。
【００４４】
〔第２実施形態〕
　次に第２実施形態について説明する。図２は第２実施形態のマーカーホルダー２００の
形状を表す外観図である。図２において、第１実施形態と異なる部分のみ符号をつけて説
明する。
【００４５】
　第２実施形態の特徴はマーカー装着面２３２に複数（この例では３本）のマーカー挿入
保持部２３４，２３４，２３４が並行して設けられ（挿入口２３３、２３３、２３３）、
側面が鋸歯形状になっていることである。各マーカー挿入保持部２３４に対する１個当た
りのマーカーガイド面２３５は左右の幅が短くなっているので、その傾斜角度は第１実施
形態のマーカーガイド面１３２に比して急になっている。また、一般的なマーカー１５０
は図２（ｃ）に示す様に前記鋸歯形状の頂部２３６，２３６上に円盤部１５０ｂの周縁が
位置する。
【００４６】
　この構成によると、マーカー１５０の取付時において、マーカー１５０の軸部１０ａ下
端がマーカーガイド面２３２をスライドする距離を短くすることが出来る。また装着面２
３２におけるマーカー１５０の取付位置を複数の挿入保持部２３４の何れにするかを選択
できる。
【００４７】
〔第３実施形態〕
　図３は第３実施形態のマーカーホルダー３００の形状を表す外観図である。図３におい
て、第１、第２実施形態と異なる部分のみ符号をつけて説明する。
【００４８】
　第３実施形態の特徴はマーカー装着面３３２に格子状に挿入口３３３を有する挿入保持
部３３４を設けたことにあり、格子状の挿入口３３３間の四角部分は、山状の四角錐状に
形成されており、その側面３３５が傾斜した三角形状のマーカーガイド面となっている。
また、一般的なマーカー１５０は図３（ｃ）に示す様に前記四角錐形状の頂部３３６，３
３６上に円盤部１５０ｂの周縁が位置する。
【００４９】
　この第３実施形態によれば、マーカー１５０をマーカー装着面３３２の何れの部分に位
置させても、付近のマーカー挿入保持部３３４に容易に導かれる。従って、マーカー１５
０の取付作業が容易であるばかりでなく、マーカー１５０を装着面３３２の前後左右の何
れの位置にでも選択的に取り付け保持することが出来る。
【００５０】
〔第４実施形態〕
　図４は第４実施形態のマーカーホルダー４００の形状を表す外観図である。図４におい
て、第１実施形態と異なる部分のみ符号をつけて説明する。
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【００５１】
　第４実施形態の特徴はマーカー装着面４３２の中心部に挿入保持部４３４（挿入口４３
３）を１個設けた点にある。この挿入口４３３の大きさは直径２ミリの円形状であり、こ
れに続く挿入保持部４３４も円筒状の穴となっている。また、弾性保持部４３０の上面に
は、左右だけでなく前後に平坦部４３１，４３１，４３１，４３１が形成され、その平坦
部４３１に囲まれた内側は、前記挿入口４３３を頂点とする下方を向いた四角錐状の窪み
が形成されている。この四角錐の各面が三角状のマーカースライド面４３５となる。
【００５２】
　この第４実施形態によれば、マーカーガイド面４３５の何れの位置にマーカー１５０の
軸部１５０ａ下端を接触させても、唯一の挿入保持部４３４に到るので、マーカー１５０
の取付位置が常に中心部に位置することになる。
【００５３】
〔第５実施形態〕
　図５は第５実施形態のマーカーホルダー５００の外観図である。なお図５では、上方視
点による図を（ａ）に示し、これを紙面の下側から見た図を（ｂ）に示している（後述す
る図７についても同様）。第５実施形態の特徴は第１実施形態の弾性保持材１３０に代え
て硬質合成樹脂板により、中空四角筒状の樹脂保持部材５３０を形成し、これを土台部１
４０に固着したものである。
【００５４】
　図５（ｂ）において、樹脂保持部材５３０は高さが１２ミリであって、その上面を両側
から中央に向かってそれぞれ下向きに傾斜させてマーカーガイド面５３５，５３５とし、
その端部間に寸法６ミリの隙間Ｓを形成している。この夫々の端部に保持用弾性材５４０
、５４０を設けて２ミリの間隔を有する挿入口５３３を形成する。即ち、保持用弾性部材
５４０は一端に厚さ２ミリの当接片５４１を有する平面板であって、この当接片５４１を
マーカーガイド面５３５の側端に当接させると共にマーカーガイド面を形成する樹脂保持
部材５３０の内面に貼り付けられているので、前記隙間Ｓは両側が前記当接片５４１によ
り狭められ、幅２ミリの挿入口５３３となる。
【００５５】
　前記樹脂保持部材５３０の内底面に立設された一対のリブ５３６、５３６は、前記挿入
口５３３の両側に対応して形成されたもので、前記保持用弾性材５４０，５４０と同じ材
質であり、前記当接片５４１と共に挿入保持部５３４を形成するものである。従って、前
記挿入保持部５３０の深さは前記樹脂保持部材５３０の内底面から前記当接片５４１の上
端までとなり、その寸法は７ミリである。なお、リブ５３６を樹脂保持部材５３０の形成
時に同材質で一体成型することも可能であるがその間隔は少し広めとする。また、リブ５
３６を設けなくても、マーカー１５０を保持することが出来る。
【００５６】
　この構成によれば、軸部型マーカー１５０の軸部１５０ａを挿入口５３３に挿入する場
合、少々異なる太さの軸部１５０ａであっても、保持用弾性材５４０の当接片５４１の弾
性変形により受け入れ、前記リブ５３６，５３６により軸部１５０ａの左右の移動を阻止
するので、前記保持用弾性材５４０の当接片５４１の弾性力と相俟って、マーカー１５０
を確実に保持することが出来る。
【００５７】
　しかも、マーカーガイド面５３５を形成する上面の樹脂片は表面が滑らかな上、マーカ
ーガイド面５３５の基部が支点となる弾性力が先端側に付与されるので、その弾性力によ
り軸部１５０ａの挿入保持を確実にすることが可能である。また、滑らかなマーカーガイ
ド面５３５は軸部１５０ａ下端のスライドをスムーズすることが出来る。
【００５８】
　なお、マーカーガイド面５３５の裏面の中空部分に磁石（図示せず）を設けておくと、
直径２．５センチ程度の金属製の円盤型マーカーを磁力で保持することも出来る。このよ
うにすれば、軸部型マーカー１５０ばかりでなく、円盤型マーカーを着脱自在に保持する
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ことが出来て便利である。
【００５９】
〔第６実施形態〕
　図６は第６実施形態のマーカーホルダー６００の形状を表す外観図である。図６におい
て、第１実施形態と異なる部分について符号をつけて説明する。
【００６０】
　第６実施形態の特徴は弾性保持材６３０において、Ｖ字形状の側面６３６に一対のティ
ー取付貫通穴６３７，６３７を形成したことにある。この貫通孔６３７は直径５ミリ程度
の太さのティー６４０を挿入保持するもので、直径が４．５ミリであって挿入口６３３と
平行に穿設されている。
【００６１】
　このようにすれば、マーカー１５０を保持することが出来るばかりでなく、長さが５～
６センチ程度のティー６４０の脚を取付貫通穴６３７，６３７に挿入保持することが出来
る。ティー６４０の脚が長くても前記弾性保持材６３０の長さである３．５センチ分を保
持するので、弾性保持材６３０の前後の面から突出するティー６４０は前後の１センチ程
度であり、特に邪魔になるものではない。従って、図６に示す様にティー６４０もマーカ
ー１５０も、同時に保持することが出来て便利である。
【００６２】
〔第７実施形態〕
　図７は第７実施形態のマーカーホルダー７００を表す外観図である。第７実施形態の特
徴は挿入口７３３が第１実施形態と異なり、幅が０．５ミリであって、挿入保持部７３４
の幅寸法も０．５ミリと細くなっている点である。更に、この挿入口７３３、挿入保持部
７３４の中央部には直径２ミリの円形の軸部用案内孔７３８が形成されており、その軸部
用案内孔７３８に対応する個所の真下が同径の深さ７ミリの軸部挿入保持孔７３９となっ
ている点にも特徴がある。しかも、この挿入孔７３８の周辺のマーカーガイド面７３５，
７３５には、半径５ミリの半円状の凹み誘導面７３５ａ，７３５ａがそれぞれ形成されて
いる。
【００６３】
　このマーカーホルダー７００によると、直径が１８ミリの円盤部１５０ｂの縁の一部を
持って反対側の縁をガイド面７３５に接触させ、その縁を傾斜面に沿って直線状の挿入口
７３３に導けば、厚さが１．０ミリ程度の円盤部１５０ｂが０．５ミリの挿入保持部７３
４内に圧入される。しかも、直径１８ミリの円盤部１５０ｂのうち、最大で７ミリが挿入
保持部７３４内に挿入され、弦の長さ１．５センチに相当する円弧状面積が弾性力により
保持されるので、マーカー１５０は円盤部１５０ｂをもって、確実に保持される。この状
態では、軸部１５０ａがガイド面７３５側に突出する。
【００６４】
　これに対して、マーカー１５０の軸部１５０ａをもって保持させる場合は、軸部１５０
ａ下端をマーカーガイド面７３５に接触させ、下方にスライドさせる。溝状の挿入口７３
３に到達した場合は左右に移動しないので、これを感覚的に感じ取ることが出来る。この
状態で、挿入口７３３に沿って前後方向にスライドさせると、半円状の誘導面７３５ａ及
び軸部用案内孔７３８の部分が少し凹んでいるため、軸部１５０ｂがここに位置すると、
前後方向の動きが制限され、当該位置に到達したことが解る。
【００６５】
　この状態で、マーカー１５０を押し下げると軸部１５０ａが軸部用案内孔７３８から軸
部用挿入保持孔７３９内に圧入され、弾性的に保持される。即ち、このマーカーホルダー
７００はマーカー１５０を軸部１５０ａでも、円盤部１５０ｂの何れでも、容易に保持す
ることが出来る。
【００６６】
〔第８実施形態〕
　図８は第８実施形態のマーカーホルダー８００を表す側面図である。第８実施形態の特
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徴は第１実施形態における弾性保持材１３０の厚みを１２ミリから１５ミリと３ミリ厚く
した弾性保持材８３０を用いた点にある。また、挿入保持部８３４の深さ寸法を１０ミリ
とし、第１実施形態の深さより３ミリ深くしたものである。
【００６７】
　この構成によると、円盤型マーカー８５０を挿入保持部８３４で弾性的に保持すること
が出来る。即ち、円盤型マーカー８５０は直径が２．５～３センチの円であり、厚みが２
．５ミリ程度の金属製である。従って、当該マーカー８５０を垂直に立てて、マーカーガ
イド面８３５に縁を接触させ、挿入口８３３に向かってスライドさせると、当該円盤部の
縁が直線状の挿入口８３３でスライドが停止し、位置合わせが出来る。
【００６８】
　そこで、挿入保持部８３４に円盤部を圧入すると、縁から１０ミリの高さまで、挿入保
持部８３４に挿入される。挿入保持部８３４の長さは第１実施形態の実施例と同じ３．５
センチであるので円盤型マーカー８５０の直径よりも大きく、長さには余裕がある。従っ
て、円盤型マーカー８５０の面積の半分近くを弾性的に保持するので、当該マーカー８５
０を確実に保持することが出来る。なお、円盤型マーカー８５０の厚みが２ミリ程度の場
合は、挿入保持部８３４の幅を１．５～１．８ミリ程度にすれば良い。
【００６９】
　又、挿入保持部８３４の深さは弾性力の大きさによって適宜設定するが、円盤型マーカ
ー８５０の直径の少なくとも３分の１以上の深さ寸法とする。また、仮に前記マーカー８
５０の直径が挿入保持部８３４の長さを越える大きさであっても、挿入保持部８３４の前
端、後端は開放されているので、当該マーカー８５０を保持することが出来る。
【００７０】
　軸部型マーカー１５０を保持する場合は、その軸部１５０ａを前記挿入口８３３に位置
合わせをした上で、軸部１５０ａを圧入すれば良い。この点は第１実施形態の場合と同じ
である。ただ、この場合は、挿入保持部８３４の深さ寸法が大きいので、図に示す様にマ
ーカー１５０の円盤部１５０ｂがマーカーガイド面８３５に当接した位置が保持位置とな
る。従って、軸部１５０ａは下端が挿入保持部８３４の底部にまで至らない。しかし、軸
部１５０ａの保持寸法は第１実施形態の場合とかわらないので、保持に問題はない。
【００７１】
　以上のように、マーカーホルダー８００は、軸部型マーカー１５０だけではなく、円盤
型マーカー８５０も保持することが出来るので、非常に使い勝手が良いものである。
【００７２】
［その他実施形態］
　第１実施形態の弾性保持材１３０は平面視長方形の形状であるのに対して、平面視の形
状をハート型とし、その中央部に挿入保持部１３４を設けても良い。このマーカーホルダ
ーによれば、弾性保持材１３０の外周には角がないので欠けにくく、しかもハート型であ
るので、デザイン的に効果的である。なお、弾性保持材１３０の形状は円形でも楕円形で
も良い。
【００７３】
　また、第１実施形態の弾性保持材１３０は中央部に１本の挿入保持部１３０を形成して
いるが、中央部でなくても左右に偏って設けても良いし、挿入保持部１３０の端と平行で
はなく、斜めに設けても良い。
【００７４】
　更に、第１実施形態のマーカーガイド面１３５，１３５は平面状の傾斜面でＶ字状に成
っているが、側面から見てマーカーガイド面がサイクロイド曲線やトロコイド曲線となる
ようなマーカーガイド面にしても良い。また、楕円曲線の一部や、円弧形状であっても良
い。
【００７５】
　また本発明の構成は、上記実施形態のほか、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更
を加えることが可能である。すなわち、上記実施形態は、全ての点で例示であって、制限
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ではなく、特許請求の範囲によって示されるものであり、特許請求の範囲と均等の意味及
び範囲内に属する全ての変更が含まれると理解されるべきである。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明は、ゴルフ用のマーカーホルダー等として利用可能である。
【符号の説明】
【００７７】
　　１００　：マーカーホルダー
　　１１０　：ホルダー取付部
　　１２０　：マーカー装着部
　　１３０　：弾性保持材
　　１３１　：平坦部
　　１３２　：マーカー装着面
　　１３３　：挿入口
　　１３４　：マーカー挿入保持部
　　１３４ａ：連結部
　　１３５　：マーカーガイド面
　　１３６　：Ｖ字側面
　　１４０　：土台部
　　１５０　：軸部型マーカー
　　１５０ａ：軸部
　　１５０ｂ：円盤部
２００、３００・・・８００：マーカーホルダー
２２０、３２０・・・８２０：マーカー装着部
２３０、３３０・・・８３０（５３０を除く）：弾性保持材
２３２、３３２・・・８３２：マーカー装着面
２３３、３３３・・・８３３：挿入口
２３４、３３４・・・８３４：マーカー挿入保持部
２３５、３３５・・・８３５：マーカーガイド面
５３０：樹脂保持部材
Ｓ　　：隙間
５３６：リブ
５４０：保持用弾性材
６３６：側面
６３７：ティー取付貫通穴
６４０：ティー
７３５ａ：凹み誘導面
７３８　：軸部用案内孔
７３９　：軸部用挿入保持孔
８５０　：円盤型マーカー
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